
備
考一

こ
の
表
に
お
け
る
単
位
の
計
算
方
法
に
関
し
て
は
、
第
一
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

二

栄
養
に
係
る
教
育
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
第
十
条
の
三
に
定
め
る
修
得
方
法
の
例
に

な
ら
う
も
の
と
す
る
。

三

教
職
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目
、
教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目
、
教
育
課
程
に
関
す
る
科
目
、
生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
に
関
す
る
科
目
並
び
に
栄
養
教
育

実
習
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

四

前
号
の
栄
養
教
育
実
習
の
単
位
は
、
免
許
法
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
非
常
勤
の
講
師
と
し
て
一
年
以

上
栄
養
の
指
導
に
関
し
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
旨
の
実
務
証
明
責
任
者
の
証
明
を
有
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
経
験
年
数
一
年
に
つ
い
て
一
単
位
の
割
合
で
、
前
号
の
教
職
に
関
す
る
科
目
（
栄
養
教
育
実
習
を
除

く
。）の
単
位
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

免
許
法
附
則
第
十
八
項
の
表
備
考
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
単
位
の
修
得
方
法
は
、
栄
養

に
係
る
教
育
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
二
単
位
以
上
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

平成˜�年�月š—日 水曜日 (号外第˜›—号)官 報

別
記
様
式
備
考
第
一
号
エ
中
「
エ
に
お
い
て
」
を
「
オ
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
小
企
業
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
小
企
業
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
百
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
（
第
二
条
及
び
第
四
条
を
除
く
。）「
事
業
団
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」」を
「
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
（
以
下

「
機
構
」」に
改
め
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
三
号

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
及
び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六

年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法

律
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
及
び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
及

び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省

令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
省
令
の
廃
止
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）

二

中
小
企
業
総
合
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
」
を
「
中
小
企
業
金
融
公
庫
」
に
、「「
事
業
団
」
を「「
公
庫
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
事
業
団
」
を
「
公
庫
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、「
都
市
基
盤
整
備
公
団
（
」
を
「
独
立
行
政
法
人
都

市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
都
市
基
盤
整
備
公
団

（
同
法
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
」
に
改
め
る
。

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
事
業
団
」
を
「
公
庫
」
に
、「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
九
号
）」を
「
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
資
金
の

貸
付
け
を
受
け
た
都
道
府
県
か
ら
当
該
資
金
を
財
源
の
一
部
と
し
た
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く

は
受
け
た
者
若
し
く
は
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
機
構
か
ら
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若
し
く
は
受

け
た
者
に
対
し
、
当
該
貸
付
け
に
係
る
事
業
に
関
し
て
行
う
診
断
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保

険
法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
中
小
企
業

総
合
事
業
団
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
九
号
。
以
下
「
旧
総
合
事
業
団
法
」
と
い
う
。）」
に
、「
事
業
団
か
ら
」
を

「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の
廃
止
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
中
小
企
業
総
合
事
業
団
か
ら
」
に
、「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
附
則
」
を「
旧
総
合
事
業
団
法
附
則
」

に
改
め
る
。

（
小
規
模
企
業
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

小
規
模
企
業
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。本

則
中
（
第
一
条
、
第
十
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
を
除
く
。）「
事
業
団
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
を
「
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
（
以
下

「
機
構
」」に
、「
事
業
団
が
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第

三
項
」
を
「
機
構
が
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
七
条

第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
事
業
団
」
を
「
機
構
」
に
、「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
関

す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
二
十
九
条
第
三
号
」
を
「
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
の
業
務
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。）に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

六
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
事
業
団
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
事
業
団
」
を
「
機
構
」
に
、「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
三

号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
」
を「
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
共
済
契
約
者
を
被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険（
被

保
険
者
の
所
定
の
時
期
に
お
け
る
生
存
を
保
険
金
の
支
払
事
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。）の
」
に
改
め
る
。

（
旧
産
炭
地
域
振
興
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

旧
産
炭
地
域
振
興
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
平
成
十
四
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
」
を
削
り
、「
地
域
振
興
整
備
公
団
総
裁
」
を
「
独
立
行
政
法

人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
理
事
長
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

本
則
中
（
第
一
条
を
除
く
。）「
事
業
団
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」」を
「
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

（
以
下
「
機
構
」」に
、「
事
業
団
が
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項

又
は
第
三
項
」
を
「
機
構
が
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第

十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
事
業
の
余
裕
財
源
の
有
無
及
び
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
事
業
の
余
裕
財
源
の
有
無
及
び
額
の
計
算
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
通
商

産
業
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中
「
中
小
企
業
総
合
事
業
団
は
」
を
「
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
」
に
、「
中
小
企
業
総
合

事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
二
条
第
五
項
」
を
「
独
立

行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
（
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
。）に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計

に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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